
空
き
店
舗
へ
の
出
店
支
援

商
店
街
×
挑
戦
者
に
表
彰
や
奨
励
金

チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー

立川市振連


％
時「
悪
化
」７
割

消
費
増
税
に
伴
う
影
響
調
査
全　振　連

商
店
街
振
興
組
合
設
立
の
手
引
き
　

１

商店街振興組合の概要

出
店
計
画
書
の
申
請
～
表
彰
の
流
れ

【
商
店
街
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
募
集
事
業
】

商　店　街　ニ　ュ　ー　ス （２）第号平成年月日（毎月日発行）

◆商店街振興組合とは
　商店街振興組合（以下「組合」という）とは、商店街が形成されている地域で、小売商業、飲食
業、サービス業、その他の事業者などが団結し、共同で経済事業と地域の環境の整備改善を行いな
がら、商店街の振興発展と各個店の繁栄をはかるための法人組織です。
◆なぜ商店街振興組合をつくるのですか
　大型店の進出や消費者ニーズの多様化、さらに価格競争の激化など厳しい状況により、近年、商
店街の衰退が全国的な問題としてクローズアップされています。こうした現状に対応して、活路を
切り開いていくためには、商店街が一丸となって、環境整備事業や販売促進事業を積極的に展開し、
地域住民に広く支持される「魅力ある街づくり」を推進する必要があります。
　商店街振興組合になると、「法的な人格」と認められ、公的な融資や助成が受けられます。また、
事業協同組合と違い、地域内の大企業（大型店や銀行等）なども組合員として参加できるので資金
調達が容易になります。
◆商店街振興組合のメリットは
　　１　法律（＝商店街振興組合法。以下、「法」）に基づく法人であるため、組合員の権利や義

務が明確になって社会的な信用度が高まり、金融機関への信用力も増します。
　　２　国や東京都、区市などの補助金・助成や公的融資の対象となります。
　　３　商店街振興組合を設立し、都振連に加入すると、商店街振興事業をはじめとする各種の事

業が積極的に活用でき、例えば、商店街で開催するイベントなどに対しても助成されていま
す。

　　４　税制面で優遇されます。（法人税：軽減、固定資産税：商店街振興組合の事務所・倉庫は
免除、事業所税：標準課税が２分の１に軽減、登録税・印紙税・事業税・不動産取得税など
の一部減免など）

１．商店街振興組合設立３要件
　商店街振興組合の設立の要件としては、①地区の要件、②組合員の要件（資格）、③構成上の要
件 の３つを備えることが必要である。
１）地区の要件（法第６条、７条）
　　都内において、商店街振興組合の地区を設定するうえでのチェックポイントは、次のとおり。
（１）　小売商業（飲食業を含む）、サービス業を営む者が人以上近接して、商店街を形成して

いること。
（２）　他の商店街振興組合の地区と重複しないこと。
　※組合の地区については、小売商業（飲食業を含む）者、サービス業者が人以上近接して商店
街を形成していれば、おおむね既存商店街の地域をあてはめて設定できるが、その設定に際しては、
事前に行政庁と協議し、定款には「○○町○丁目○番○号から○番○号まで」、あるいは「○○町
○丁目（○番○号から○番○号までを除く。）」のように明確かつ詳細に記載しなければならない。
　なお、このように地番で表示しても、例えば、表通りに面した商店街を商店街振興組合の地区と
して設定するような場合には、裏側の関係のない地区まで含まれること、他の商店街振興組合と隣
接したり、複雑に入り組んでいる場合には、地区の重複も起きかねないので注意する必要がある。
このため、道路に面する地番により地区を設定する場合は、「○○町○丁目○番○号から○番○号
までのうち、○○○通り（区道○号線）に面する区域」のような記載をする。
（３）　商店街が形成されている地域の大部分が区及び市（三鷹市、調布市、小金井市は除く。）

の区域内にあること。
（４）　設立しようとする組合の地区が、区部以外の商工会議所又は商工会の地区と一部でも重な

る場合は、その商工会議所又は商工会と調整を図ること。
（５）　他の県にまたがらないこと。　
２）　組合員の資格（法第８条）
　　組合員資格を有するのは次の者である。
（１）　地区内における小売商業（飲食業を含む）及びサービス業、その他のすべての営利事業者
　　商店街振興組合では、商店街の中心をなす小売商業（飲食業を含む）・サービス業はもちろん
であるが、それ以外でも、地区内における「事業を営む者（営利事業者）」には、製造業や大企
業などであっても、必ず組合員資格をあたえなければならない。定款で営利事業者を選別して組
合員資格をあたえないように定めることはできない。商店街振興組合にある一定の地域における
異業種の事業者がすべて力をあわせてその地域の振興とみずから事業の発展を図るための組織体
だからである。
（２）　定款で定めたとき営利事業者以外の者
　　商店街振興組合において「事業を営む者」とは、営利の目的をもって事業を反復継続して行う
者を意味し、農漁民などの第一次産業に属する事業者、弁護士・計理士・医師などいわゆる自由
職業に属する者、事業協同組合・農業協同組合・消費生活協同組合といった営利を目的としない
各種の組合などは「事業を営む者」にはあてはまらないので、これらの非営利事業者を組合員に
するためには、定款に「事業を行う者」を有資格者として明記しなければならない。
　さらに、必要に応じて、事業者以外の居住者などにも、定款で「組合の地区において居所を有
する者」と記載すれば、組合員資格をあたえることができる。
　したがって、定款の定め方いかんによっては、地域の環境整備事業の遂行のため、商店街振興
組合の地区内に店舗、事務所、事業場その他の事業施設を有する事業者、土地建物等の不動産所
有者、地上権賃貸権等の権利を有する者など、その地区に何らかの関係のある者に対しては、す
べて組合員資格をあたえることができる。
　しかし、組合員資格の範囲を広げすぎると、次に述べる「構成上の要件」を満たすことができ
ず、設立が困難になるので、注意する必要がある。
　なお、（１）、（２）のいずれの場合でも、組合員たる者は、法人個人を問わない。法人とし
て組合員になれるのは法人自体であり、法人の代表者ではない。個人の事業者の場合は、名義上
の事業主である。（例えば、実際に経営しているのは子息であっても、店が父親名義であれば、
加入できるのは父親）。法人格のない任意団体はそれ自体として組合員になれないが、「事業を
営む者」や「定款で定める者」と認められれば、代表者個人名で加入できる。

３）構成上の要件（法第９条）
　　商店街振興組合の組合員資格を有する者は、前述のように、その地区内の小売商業（飲食業を
含む）、サービス業を中心とするすべての営利事業者であり、さらに、定款で定めれば、これ以
外の者にも組合員資格を与えることができる。しかし、いかなる範囲の者に組合員資格を認めて
いる場合であっても、次の二つの構成上の要件を満たしていなければ設立できない。

（１）　組合員資格を有する者の３分の２以上が組合員となること。
　　振興組合の行う事業（特に環境整備事業）は、できる限り多数の事業者等が地域ぐるみで行わ
なければ充分な成果が期待できないことから、最小限度この程度の組織率を備えていなければな
らないとしたものである。
（２）　総組合員の２分の１以上が小売商業（飲食業を含む）・サービス業者であること。
　　商店街は通常、小売商業（飲食業を含む）者及びサービス業者が店舗を連ねてショッピング地
域を形成しているものであるから、この要件を設けることによって、商店街振興組合の組織上の
方向を明らかにしたものである。

※詳しくは、東京都商店街振興組合連合会または所轄の区市担当部署までお問い合わせください。

１
、
申
し
込
み
～
マ
ッ
チ
ン

グ
（
～
年
末
ご
ろ
ま
で
随
時

受
付
け
）

（
１
）
立
川
市
商
店
街
振
興

組
合
連
合
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト（http://www.tachikawa-s
horen.com

）
に
ア
ク
セ
ス

（
２
）
サ
イ
ト
を
見
て
、
出

店
し
た
い
商
店
街
（
会
）
を

検
討

（
３
）
市
振
連
に
電
話
で
出

店
し
た
い
店
舗
の
業
種
と
希

望
す
る
出
店
先
の
商
店
街

（
会
）
を
申
し
込
み

※
複
数
の
商
店
街
（
会
）
を

挙
げ
て
も
い
い
が
、
出
店
計

画
書
作
成
の
時
点
で
は
１
つ

に
絞
り
込
む

（
４
）
商
店
街
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ

①
市
振
連
が
該
当
す
る
商
店

街
（
会
）
へ
出
店
希
望
者
の

意
向
を
連
絡

②
出
店
し
た
い
店
舗
の
業
種

と
商
店
街
（
会
）
が
求
め
る

店
舗
が
一
致
す
る
場
合
は
、

商
店
街
が
出
店
希
望
者
に
承

諾
の
連
絡

③
共
同
で
出
店
計
画
書
の
作

成
を
進
め
る
こ
と
に
双
方
で

合
意
が
で
き
た
ら
、
マ
ッ
チ

ン
グ
成
立

２
、
出
店
計
画
書
の
作
成

（
来
年
１
月

日
締
切
）

（
１
）
商
店
街
（
会
）
と
出

店
希
望
者
が
共
同
で
出
店
計

画
書
を
作
成

※
商
店
街
（
会
）
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
な
が
ら
作
成
。

出
店
の
準
備
は
並
行
し
て
行

い
、
審
査
時
点
で
開
店
し
て

い
て
も
良
い
も
の
と
す
る

（
２
）
市
振
連
に
出
店
計
画

書
を
提
出
（
平
成

年
１
月


日
必
着
）

３
、
出
店
計
画
書
の
審
査
・

表
彰（
来
年
２
月
実
施
予
定
）

（
１
）
専
門
家
等
か
ら
な
る

選
考
委
員
が
、
店
舗
の
魅
力

・
店
舗
の
経
営
力
安
定
性
・

商
店
街
へ
の
波
及
効
果
な
ど

の
観
点
か
ら
出
店
計
画
書
を

審
査

（
２
）
表
彰
す
る
出
店
計
画

を
決
定
・
商
店
街
（
会
）
に

奨
励
金
を
交
付

（
３
）
出
店
後
、
商
店
街

（
会
）
か
ら
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ

ー
に
奨
励
金
を
交
付

※
平
成

年
８
月
ま
で
に
出

店
し
な
か
っ
た
場
合
は
表
彰

取
り
消
し

　
立
川
市
商
店
街
振
興
組
合

連
合
会（
伊
藤
良
三
理
事
長
）

で
は
、
こ
の
ほ
ど
空
き
店
舗

を
活
用
し
た
立
川
市
商
店
街

チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
募
集
事
業

「
求
む
！
魅
力
あ
ふ
れ
る
新

店
舗
～
商
店
街
へ
の
優
れ
た

出
店
計
画
を
表
彰
し
ま
す

～
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

こ
れ
は
、
自
分
を
活
か
す
こ

と
が
で
き
る
開
店
場
所
を
探

し
て
い
る
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ

ー
」
（
＝
挑
戦
者
、
以
下

「
出
店
希
望
者
」
）
と
、
商

店
街
エ
リ
ア
の
活
性
化
に
つ

な
が
る
店
舗
の
開
店
を
望
む

商
店
街
を
結
び
つ
け
よ
う
と

の
立
川
市
の
新
た
な
空
き
店

舗
対
策
事
業
。
さ
っ
そ
く
市

振
連
に
は
出
店
希
望
者
か
ら

問
合
せ
が
寄
せ
ら
れ
て
お

り
、
来
年
２
月
の
表
彰
へ
向

け
て
経
営
面
・
資
金
面
の
双

方
か
ら
全
面
的
に
支
援
し
て

い
く
。

　
今
回
の
事
業
の
特
徴
は
、

１
個
人
店
舗
の
出
店
な
が
ら

も
、
「
商
店
街
へ
の
出
店
」

と
し
て
地
域
お
よ
び
商
店
街

ぐ
る
み
で
支
援
す
る
体
制
を

整
え
て
い
る
点
だ
。
ま
ず
は

出
店
希
望
者
側
が
出
店
し
た

い
空
き
店
舗
の
あ
る
商
店
街

を
具
体
的
に
指
名
し
て
、
市

振
連
へ
問
い
合
わ
せ
。
双
方

の
マ
ッ
チ
ン
グ
で
合
意
で
き

れ
ば
、
商
店
街
と
共
同
で
出

店
計
画
書
を
作
成
し
て
も
ら

う
（
同
事
業
全
体
の
流
れ
は

左
に
別
掲
）
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
出
店
希
望

者
に
と
っ
て
は
、
事
前
に
出

店
す
る
地
域
や
商
店
街
を
じ

っ
く
り
知
る
機
会
を
得
る
こ

と
で
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
面

で
地
域
性
に
合
わ
せ
た
店
づ

く
り
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に

意
識
面
で
は
、
出
店
希
望
者

に
は
商
店
街
の
一
員
と
し
て

の
自
覚
を
、
そ
し
て
商
店
街

側
に
は
空
き
店
舗
解
消
へ
の

意
識
を
高
め
て
も
ら
お
う
と

の
ね
ら
い
だ
。

　
同
事
業
の
支
援
を
受
け
る

出
店
希
望
者
に
は
地
元
商
店

街
加
入
を
義
務
付
け
る
ほ

か
、
出
店
場
所
は
商
店
街
に

あ
る
空
き
店
舗
に
限
定
す

る
。
同
事
業
に
参
加
し
て
の

各
出
店
計
画
に
つ
い
て
は
、

審
査
お
よ
び
表
彰
も
行
う
予

定
で
、
奨
励
金
と
し
て
最
優

秀
賞
（
１
組
）
に
１
１
５
万

円
（
出
店
者
１
０
０
万
円
・

商
店
街

万
円
）
、
優
秀
賞

（
１
組
）
に

万
円
（
出
店

希
望
者

万
円
・
商
店
街


万
円
）
を
提
供
す
る
。
来
年

８
月
末
ま
で
の
開
店
を
奨
励

金
の
交
付
条
件
と
す
る
。

　
表
彰
や
奨
励
金
の
対
象
と

な
ら
な
か
っ
た
出
店
計
画
に

対
し
て
も
、
出
店
へ
向
け
て

出
店
希
望
者
へ
の
支
援
は
継

続
し
て
い
く
方
針
。
市
、
市

振
連
、
地
元
商
店
街
が
連
携

し
て
店
舗
探
し
や
各
種
経
営

相
談
、
事
業
資
金
の
融
資
あ

っ
せ
ん
制
度
の
紹
介
な
ど
で

支
援
し
て
い
く
。

　
全
国
商
店
街
振
興
組
合
連

合
会
で
は
今
春
に
、
平
成


年
度
消
費
税
転
嫁
対
策
事
業

「
消
費
増
税
に
伴
う
商
店
街

の
影
響
等
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」結
果
を
ま
と
め
て
い
る
。

こ
れ
は
消
費
増
税
に
伴
う
中

小
小
売
商
業
者
・
商
店
街
の

消
費
税
の
転
嫁
や
景
況
に
つ

い
て
の
実
態
を
把
握
し
、
消

費
税
転
嫁
対
策
の
強
化
と
商

店
街
支
援
策
を
探
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
。
調
査
は

昨
年

月

日
か
ら
今
年
１

月
９
日
に
か
け
て
２
６
４
３

商
店
街
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
送
信

し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
１
０

１
０
商
店
街
か
ら
回
収
（
有

効
回
収
率

・
２
％
）
を
得

て
い
る
。

　
全
体
概
況
と
し
て
は
、
消

費
増
税
後
、
商
店
街
の
消
費

税
の
転
嫁
状
況
は
「
転
嫁
が

で
き
て
い
な
い
」
（
消
費
者

間
取
引
）
が
２
割
弱
、
商
店

街
の
景
況
（
売
上
）
状
況
は

「
売
上
は
落
ち
込
ん
で
い

る
」
が
６
割
、
来
街
者
（
通

行
量
）
の
状
況
は
「
減
少
し

て
い
る
」
が
３
割
。
ま
た
、

平
成

年
４
月
か
ら
の
消
費

税
率

％
へ
の
引
き
上
げ
に

よ
る
景
気
予
想
で
は
、
商
店

街
は
「
現
在
よ
り
景
気
は
悪

く
な
る
と
思
う
」が
７
割
で
、

先
行
き
に
懸
念
を
も
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
下

の
図
１
～
３
参
照
）
。

　
こ
の
ほ
か
の
具
体
的
な
項

目
に
つ
い
て
は
以
下
の
通

り
。

▼
消
費
者
間
取
引
に
お
い

て
、
転
嫁
が
で
き
て
い
な
い

理
由

【
飲
食
業
】
＝
メ
ニ
ュ
ー
金

額
が
変
え
ら
れ
な
い
／
予
算

（
税
込
金
額
）
を
言
わ
れ
て

し
ま
う
た
め
／
価
格
が
上
昇

す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者

離
れ
を
考
え
る
た
め

【
卸
・
小
売
業
】
＝
零
細
企

業
の
た
め
転
嫁
し
に
く
い
／

大
型
食
品
ス
ー
パ
ー
乱
価
格

競
争

【
サ
ー
ビ
ス
業
等
】
＝
他
施

設
と
の
競
争
、
売
上
が
減
少

す
る
／
値
上
げ
に
よ
る
客
離

れ
の
不
安
か
ら

【
そ
の
他
】＝
お
客
さ
ん
に
、

高
齢
者
が
多
い
た
め
／
学

校
、
町
内
会
の
受
注
な
ど
の

た
め
／
内
税
の
店
が
多
く
、

他
店
と
の
兼
ね
合
い
の
た
め

▼
今
後
の
消
費
税
転
嫁
に
関

す
る
見
通
し

　
「
転
嫁
で
き
る
か
、
で
き

な
い
か
分
か
ら
な
い
」
が


・
３
％
と
最
も
多
く
、
「
転

嫁
で
き
る
」
は

・
８
％
、

「
転
嫁
で
き
な
い
」
は
３
・

６
％
。
商
店
街
振
興
組
合
で

は
、
「
転
嫁
で
き
る
か
、
で

き
な
い
か
分
か
ら
な
い
」
が


・
９
％
と
最
も
多
く
、

「
転
嫁
で
き
る
」
は

・
７

％
、
「
転
嫁
で
き
な
い
」
は

２
・
８
％
。

　「
転
嫁
で
き
る
」理
由
は
、

「
５
％
か
ら
８
％
に
引
き
上

げ
た
時
に
問
題
が
発
生
し
な

か
っ
た
か
ら
」
、
「
転
嫁
し

な
い
と
経
営
が
成
り
立
た
な

く
な
る
」
な
ど
の
意
見
が
あ

っ
た
。
「
転
嫁
で
き
な
い
」

理
由
と
し
て
は
、
「
現
状
で

も
、
値
上
が
り
感
が
か
な
り

強
く
、
売
上
げ
に
影
響
し
て

い
る
た
め
」
、
「
消
費
者
が

買
い
控
え
を
す
る
」
、
「
消

費
者
離
れ
が
影
響
し
て
い

る
」
な
ど
。

▼
平
成

年
４
月
か
ら
の
消

費
税
率

％
へ
の
引
き
上
げ

に
よ
る
景
気
の
予
想

　
消
費
税
率

％
へ
の
引
き

上
げ
に
よ
る
景
気
の
予
想

は
、
「
現
在
よ
り
景
気
は
悪

く
な
る
と
思
う
」
が

・
９

％
と
最
も
多
く
、
次
い
で

「
現
在
と
景
気
は
変
わ
ら
な

い
と
思
う
」（

・
６
％
）、

「
現
在
よ
り
景
気
は
良
く
な

る
と
思
う
」（
１
・
７
％
）。

商
店
街
振
興
組
合
で
は
、

「
現
在
よ
り
景
気
は
悪
く
な

る
と
思
う
」（

・
９
％
）、

「
現
在
と
景
気
は
変
わ
ら
な

い
と
思
う
」（

・
２
％
）、

「
現
在
よ
り
景
気
は
良
く
な

る
と
思
う
」（
１
・
５
％
）。

▼
消
費
税
に
対
す
る
意
見

　
・
当
商
店
街
は
小
さ
な
店

の
連
な
る
街
で
、
５
％
か
ら

８
％
に
な
っ
た
差
３
％
を
価

格
に
上
乗
せ
出
来
に
く
い
所

な
の
で
、
％
に
な
っ
て
も
、

う
ま
く
価
格
を
移
行
で
き
る

か
心
配

・
軽
減
税
率
を
お
願
い
し
た

い
。
材
料
（
主
に
食
糧
品
）

の
税
率
が
低
く
な
れ
ば
小
売

価
格
を
上
げ
な
く
て
も
済
む

の
で
、
客
の
減
少
を
防
げ
る

と
思
う

　
・
消
費
税
は
消
費
を
冷
え

込
ま
せ
、景
気
を
悪
く
す
る
。

税
の
あ
り
方
を
考
え
て
欲
し

い　
・
消
費
者
の
日
常
の
必
要

品
（
生
鮮
食
品
）
等
は
、
軽

減
税
率
を
取
り
入
れ
る
べ
き

と
思
う

　
・
低
所
得
者
に
、
も
っ
と

目
を
向
け
て
食
料
品
や
日
用

品
等
生
活
必
需
品
の
税
率
を

下
げ
て
欲
し
い

　
・
消
費
税
率
を
上
げ
る
方

向
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る

が
、
税
負
担
の
平
等
を
考
え

る
上
で
は
、
免
税
点
制
度
適

用
上
限
の
段
階
的
な
引
き
下

げ
や
、
簡
易
課
税
方
式
の
廃

止
等
に
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る

図

商
店
街
振
興
組
合
設
立
の
流
れ


